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鋸南町都市交流施設イベント広場屋根設置工事設計業務委託特記仕様書 

 

第１ 業務概要 

１．業務名等 

（１）業 務 名  鋸南町都市交流施設イベント広場屋根設置工事設計業務委託 

（２）履行場所  安房郡鋸南町保田７２４番地 

（３）履行期間  契約締結の翌日から令和９年３月２６日まで 

 

２．計画施設概要 

本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。 

（１）施設名称  鋸南町都市交流施設 

（２）敷地の場所 安房郡鋸南町保田７２４番地 

（３）施設用途  道の駅（令和６年国土交通省告示第８号別添二第五号第１類とする。） 

（４）工事概要  イベント広場を天候や暑熱対策に配慮した季節を問わず活用できる多目的  

空間として整備するため、屋根を設置する。 

 

３．設計与条件 

本業務の設計の与条件については、次のとおりとする。 

（１）敷地の条件 

（ａ）敷地面積 １４，２３５．５０㎡ 

（ｂ）用途地域 都市計画区域外無指定 

（ｃ）建ぺい率・容積率 指定なし 

（ｄ）防火地域 指定なし 

（ｅ）日影規制 なし 

（ｆ）高さ制限 なし 

 

（２）施設の条件 

（ａ）施設の面積 増築する延床面積 １９０㎡程度 

（ｂ）主要構造  鉄骨造 

（ｃ）その他 

・既存建物の防火改修は行わない。 

・既存倉庫は（６．９２㎡）、残置する。 

 

（３）建設の条件 

（ａ）概算工事費 ５０，０００千円 

（ｂ）建設工期  令和９年度（予定） 

 

第２ 業務仕様 

本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（平成２０年３月

３１日付け国営整第１７６号（最終改定 令和６年３月２６日付け国営整第２１３号））による。 
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１．設計業務の種類 

（１）基本設計 

○建築（総合）基本設計に関する業務 

○建築（構造）基本設計に関する業務 

○電気設備基本設計に関する業務 

○機械設備基本設計に関する業務 

 

（２）実施設計（設計意図の伝達業務を除く） 

○建築（総合）実施設計に関する業務 

○建築（構造）実施設計に関する業務 

○電気設備実施設計に関する業務 

○機械設備実施設計に関する業務 

 

２．設計業務の内容及び範囲 

設計業務は、一般業務及び追加業務とする。なお、設計に関する対象業務については次の業務内

容とする。 

（［ ］の数字は、令和６年国土交通省告示第８号の業務内容の項目番号と整合した数字） 

（１）一般業務内容及び範囲 

（ａ）基本設計 

・［１］設計条件等の整理 

・［１－ｉ］条件整理 

・［１－ⅱ］設計条件の変更等の場合の協議 

・［２］法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

・［２－ⅰ］法令上の諸条件の調査 

・［２－ⅱ］建築確認申請に係る関係機関との打合せ 

・［３］上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

・［４］基本設計方針の策定及び建築主への説明 

・［４－ⅰ］総合検討 

・［４－ⅱ］基本設計方針の策定及び建築主への説明 

・［５］基本設計図書の作成 

・［６］概算工事費の検討 

・［７］基本設計内容の建築主への説明等 

（ｂ）実施設計 

・［１］要求等の確認 

・［１－ⅰ］建築主の要求等の確認 

・［１－ⅱ］設計条件の変更等の場合の協議 

・［２］法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

・［２－ⅰ］法令上の諸条件の調査 

・［２－ⅱ］建築確認申請に係る関係機関との打合せ 

・［３］実施設計方針の策定 

・［３－ⅰ］総合検討 

・［３－ⅱ］実施設計のための基本事項の確定 
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・［３－ⅲ］実施設計方針の策定及び建築主への説明 

・［４］実施設計図書の作成 

・［４－ⅰ］実施設計図書の作成 

・［４－ⅱ］建築確認申請図書の作成 

・［５］概算工事費の検討 

・［６］実施設計内容の建築主への説明等 

 

（２）追加業務の内容及び範囲 

（ａ）基本設計及び実施設計時 

・議会や指定管理者説明等に必要な資料の作成及び出席、議事録作成等の運営支援（ファシ

リテーターの派遣を含む。） 

・庁内会議及び関係機関協議等の資料作成や出席、議事録作成等の運営支援 

・透視図作成 

（ｂ）基本設計時 

・概略工事工程表の作成 

（ｃ）実施設計時 

・積算業務 

・概略工事工程表の作成 

・確認申請手続き業務（手数料の納付は含まない。） 

・関係法令等に基づく協議や各種申請手続き又は届出業務 

・リサイクル計画書 

・建築物の利用に関する説明書の作成 

・その他、本設計業務に必要な業務（協議の上、定めるものとする。） 

 

３．業務の実施 

（１）一般事項 

（ａ）基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 

（ｂ）実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

（ｃ）積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

（ｄ）設計にあたっては、工事現場の生産性向上（省人化や工事日数短縮）に配慮する。 

 

（２）適用基準等 

（ａ）設計業務は、関係法令及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様

書」（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）及び「建築物解体共通仕様書・同解説」

の最新版に準拠する。 

（ｂ）積算業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準」及び千葉県

県土整備部営繕課「千葉県公共建築工事積算基準」の最新版に準拠する。 

（ｃ）細部については、監督員の指示によるものとする。 
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（３）業務計画書 

業務計画書には、次の内容を記載する。 

（ａ）管理技術者の氏名、役職、保有資格、実務経験年数、業務の実績及び手持業務の状況 

（ｂ）各主任担当技術者の担当分野、氏名、所属・役職、保有資格、実務経験年数、業務の実

績及び手持業務の状況 

（ｃ）担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、役職、保有資格、実務経験年数、業務の

実績 

（ｄ）業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、

協力を受ける理由及び具体的内容 

（ｅ）分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任技術者の氏名、生年月日、所

属、役職、保有資格、実務経験年数、過去３年以内の当該分野における業務の実績、手持業

務の状況 

（ｆ）公共建築設計業務委託共通仕様書第３章３．２に定める設計方針 

（ｇ）受託者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提

案された履行体制により業務を履行する。 

 

（４）貸与資料等 

（ａ）既存設計図書等 

・既存建築物設計図書一式 

（ｂ）既存資料 

・既存地質調査資料 

・既存測量調査資料 

 

（５）打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。 

（ａ）業務着手時 

（ｂ）監督員又は管理技術者が必要と認めた時 

（ｃ）各種説明会等の開催時 

（ｄ）その他（別途発注業務の関連業務の受託者と協議・調整が必要な時） 

 

（６）その他、業務の履行に係る条件等 

（ａ）業務の実施に当たり、受託者は十分に現地調査を行い、現地と差異が無いようにするこ

と。 

（ｂ）本事業の財源に国・県の補助金及び起債を活用する場合があるため、それらを最大限活

用できる計画とするとともに、必要となる資料の作成を行うこと。 

（ｃ）成果物の取扱いについて 

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事

における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがあ

る。 

（ｄ）内訳明細書はMicrosoft Excel形式による提出をすること。 

（ｅ）写真の著作権の権利等について 

受託者は写真の撮影をする場合は、次の事項を条件とすること。 
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①写真は町が行う事務並びに町が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。こ

の場合において、著作権名を表示しないことができる。 

②次に挙げる行為をしてはならない（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、こ

の限りではない。）。 

１）写真を公表すること。 

２）写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

（ｆ）設計条件･設計図書に関しての軽微な変更については、設計業務委託契約書の規定にかか

わらず、業務委託料及び履行期間の変更は無いものとする。 

（ｇ）工事実施に当たり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合、その問い合わせ

に対し、受託者は十分対応を行うものとし、現地の立会い等の必要が生じた場合は、担当者

を派遣すること。 

（ｈ）設計図書等の作成方法 

①設計に使用する用語、材料、工法等の名称は、（一社）公共建築協会発行の「公共建築工事

標準仕様書」、ＪＩＳ又はＪＡＳに使用される名称とし、特定の製品名及び製造所の記載

や、特定の製品が推定されるような表現をしてはならない。 

②コスト管理によりライフサイクルコストを考慮に入れたコスト縮減に配慮すること。 

③特許に係るような特殊な工法若しくは特殊な材料を使用する場合には、予め委託者と十分

協議し、承諾を受けるものとする。 

④設計図書には、設計者の氏名及び建築士登録番号を記名すること。 

（ｉ）暴力団等による不当介入を受けた場合の措置 

① 暴力団等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、遵守していないことが判明した場合は、

指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。 

１）不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速や

かに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。 

２）警察に通報等を行った内容について書面により速やかに委託者に報告すること。 

② 不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は委託者と協

議を行うこと。 

 

４．成果物 

（１）提出について 

提出する成果物は、（２）及び（３）に掲げるものとするが、適宜追加してもよい。提出部数

及び製本形態については監督員との協議によること。 

（２）基本設計に係る成果図書 

・設計説明書 

・基本設計図 

・各種技術資料 

・概算工事費資料（内訳書共） 

・概略工事工程表 

・透視図 

※基本設計における概算工事費資料は令和８年１０月末までに提出とする。 
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（３）実施設計に係る成果図書 

・実施設計図 

・構造計算書 

・設計計算書 

・各種技術資料 

・概算工事費資料（内訳書共） 

・工事費内訳書 

・概略工事工程表 

・積算根拠となる資料（数量調書、採用単価表、見積書、比較表、拾い図、各種チェックリ

スト等） 

・リサイクル計画書 

・関係法令等に基づく必要な各種申請図書（確認申請図書等） 

・透視図 

・その他監督員が指示する事項 


